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本県における新型コロナウイルス感染症の検査報告及び発生届の対応について

日頃から、本県の厚生行政の推進に多大なご協力を賜り厚く御礼申しあげます。

令和２年 10 月 14 日付け厚生労働省通知及び事務連絡（別記１～５）が、別添のとおり発出さ

れたところです。これを受け、新型コロナウイルス感染症の検査報告及び発生届に係る本県にお

ける対応については、下記のとおりとしますので、内容について御了知いただき、その円滑な実

施にご配慮くださいますとともに、貴会員への周知をよろしくお願いいたします。

なお、今後、取扱いに変更がある場合、別途ご連絡いたします。

記

１ 新型コロナウイルス感染症の検査報告

（１）対象医療機関

県又は富山市と「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 15条に基づ

く調査に関する事務契約」を締結している医療機関（医師会との集合契約を含む）

（２）報告方法

「新型コロナウイルス感染症指定医療機関等情報支援システム」（G-MIS）により報告する

こと。G-MIS による報告が可能となるまでの間の実績については記録しておき、入力可能と

なった後、遡って入力を行うこと。

①検査報告の該当項目  新型コロナウイルス検査実施（検体採取）総人数

うち PCR 検査実施人数

うち自院で検査分析を行った者の人数

うち抗原定量検査実施人数

うち抗原定性検査（簡易キット）実施人数

②報告期日  検体採取日の翌日 13 時までに入力すること。

③G-MIS の ID 付与 現在、集合契約を締結している医療機関で、G-MIS の ID等が付与され

ていない医療機関については、県から国へ一括して報告し、国から直

接、各医療機関へ順次 ID 等が発行、メールで送付される予定（11 月

中旬）



２ 新型コロナウイルス感染症の発生届

（１）届出対象

   ・患者（確定例）

   ・無症状病原体保有者

   ・疑似症患者（入院症例に限る）

   ・感染症死亡者の死体

   ・感染症死亡疑い者の死体

（２）届出方法

    直ちに、厚生センター・支所又は富山市保健所へ電話にて報告した後、「新型コロナウイ

ルス感染者等情報把握・管理支援システム」（HER-SYS）に入力を行う。

事務担当                       

富山県厚生部健康課感染症・疾病対策班 TEL 076-444-4513

富山市保健所保健予防課 TEL 076-428-1152



別記

１ 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条の規定により感染症の

予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定を準用する場合の読替えに関

する省令の一部を改正する省令について（施行通知）（令和２年 10月 14日付け健発 1014第９

号厚生労働省健康局長通知）

２ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12条第１項及び第 14条第２項

に基づく届出の基準等について（一部改正）（令和２年 10月 14日付け健感発 1014第１号厚生

労働省健康局結核感染症課長通知）

３ 新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて（一部改正）（令和２年 10月 14
日付け健感発 1014第２号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）

４ 「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（HER-SYS）を活用した感染症発

生動向調査について」の改正について（令和２年 10 月 14 日付け厚生労働省新型コロナウイル

ス感染症対策推進本部事務連絡）

５ 「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（HER-SYS）を活用した感染症発

生動向調査について」に関するＱ＆Ａについて（その４）（令和２年 10 月 14日付け厚生労働省

新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）


